
【山形県医療情報ネットワーク広域連携】
②情報開示病院で患者同意取得する場合の運用フロー（標準例）

Ａ地域の情報開示病院 Ｂ地域の参照診療所等

③ ネットワークシステムの
内容を患者へ説明

④ 患者が患者同意書
を記載

（原則として、Ａ地域の
同意書で可※）

① 受 診

地域連携室等
「患者同意書（写）送付先一覧」

参照

情報開示病院がHumanBridge利用の場
合で、連携先の参照診療所等が
HumanBridge閲覧ソフト未導入の場合、
まずはＡ地域の地域事務局へ連絡
（「HumanBridge導入フロー」参照）

受付：
平日9:00～16:00

⑦ ＩＤ確認後、アクセス権を設定
【急ぎの場合、設定後電話連絡】

⑨ 参照開始

⑤ 紹介先の参照診
療所に患者ＩＤ
を確認

② 患者の診療情報が紹介先に
公開されているか確認

⑥ 患者ＩＤを回答

⑧ 紹介状の送付
（「ネット接続」を明記）

参照診療所等が情報開示病院の場合、
下記作業も追加
① 相手病院の情報取り込み
② 同意書をＦＡＸ送信

※ただし、村山地域と連携する場合は、情報開示期間について誤解の無いよう説明が必要（「村山地域と連携する場合」参照）

※ 診療所等がＢ地域の協議会に
未加入の場合は、先に協議会に
加入する必要があるため、Ｂ地
域の事務局へ連絡のこと


